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伊佐市農業委員会２回総会議事録 

 

１．開催日時  平成 29年 5月 31日（木）午前 8時 58分から 10時 37分 

２．開催場所  菱刈庁舎 ３階大会議室 

３．出席委員  （33人） 

    

    会  長        15番 池ノ上雅典 

    委  員 

     

農業委員 農地利用最適化推進委員

1 番委員 10 番委員 1 番推進委員 11 番推進委員

2 番委員 11 番委員 2 番推進委員 12 番推進委員

3 番委員 12 番委員 3 番推進委員 13 番推進委員

4 番委員 13 番委員 4 番推進委員 14 番推進委員

5 番委員 14 番委員 5 番推進委員 15 番推進委員

7 番委員 6 番推進委員 17 番推進委員

8 番委員 7 番推進委員 18 番推進委員

9 番委員 8 番推進委員 19 番推進委員

9 番推進委員 20 番推進委員

10 番推進委員      

４．欠席委員  （1人） 

      

５．議事日程 

 

  第１ 会議録署名委員の指名  １番委員    ２番委員  

第２ 議案第１号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見決定に

ついて 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定について 

議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（用途区分変更・除外・編

入）申出」の意見決定について 

議案第４号「農地法第４条の規定による許可申請」の処分決定について 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」の処分決定について 

議案第６号「非農地証明願」について 

議案第７号「農地法第２条第１項に規定する農地に該当するか否かの判断」

に係る決定について 

 

６．農業委員会事務局職員 

          事 務 局 長     農地振興係長    

農地振興係書記    農地振興係書記   
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【開始時間  午前８時５８分】 

 

事 務 局 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事 務 局 

 

おはようございます。只今より、平成２９年度 第２回農業委員会総会

を開催いたします。姿勢を正してください。 一同礼。 

 

皆様おはようございます。 

２９日に全国農業委員会会長大会が東京開催されまして、その中で耕作

放棄地対策解消に向けての表彰があり、鹿児島県からは、全国農業会議所

長賞を南大隅町が頂きました。それから会議が進んだわけですが、その後

鹿児島県選出の国会議員の方がたの所に陳情に行きました。伊佐市の場合

は新第３区ということで、小里さん、宮路さん、今度は川内の方までは入

りますので、そちらに行って来ました。陳情したのは、相続未登記につい

てどうにかならないか？この事については何年か陳情していますが、国の

方はあまりそんなのは無いと言っていたわけですが、鹿児島県は３割ぐら

いありますが、アンケートを取ったところ、全国で２割位あると言うのが

分かり、２９年５月２９日に中間報告が出されました。全国農業会議所の

遊休農地対策検討会が設置されて、この中でどうにかできないかというこ

とがありますが、今のところでは、法律に問題がありどうにもならないの

でどうにかならないか陳情をしてきました。 

それと主なものとして、２９年度、国の補助金が３０％カットされてい

ます。これについては、皆さん方の農業委員活動に対して活動した分の補

助金が３０％カットされているので、補正でもいいのでもどしてもられる

よう、お願いをしてきました。伊佐の場合は、新農業委員会法で選出され、

改正されていますが、今年度、全国で約７０～８０％が改正されます。そ

の年にカットをしてもらっては困ると陳情してきました。 

本日の出席人数は１４人で、規定に達しておりますので、総会は成立い

たします。 

本日の議事録署名委員を、指名いたします。 

１番農業委員と２番農業委員に、お願いいたします。 

ただいまより総会を始めます。 

 

―――――――― 諸般報告 ―――――――― 

 

事務局より、諸般の報告について、報告第１号「農地法第１８条第６項

の規定による通知」をお願いいたします。 

 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知につきましてご

報告いたします。 
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議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料の１ページから６ページになります。 

農地法第３条の解約が２件、田２筆、地積は計２，８７２㎡、農業経

営基盤強化促進法による利用権設定の合意解約が１５件、田３３筆、計３

９，６２７㎡、畑３筆、計３，３５９㎡、以上報告いたします。 

 

報告が終わりました。質問をされる委員は挙手し委員番号をお願いいた

します。推進委員の方もこの委員に入っていますので質問される方はよろ

しくお願いします。質問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということですので、報告第２号「農地の利用目的変更」について

お願いします。 

 

７ページをお開きください。報告第２号「農地の利用目的変更」につき

まして、去る４月１１日に事務局で現地調査を行いましたのでご報告いた

します。整理番号１番の申請者は、伊佐市大口山野５０５６番地に居住さ

れているＴＭさん７３歳で、自治会は上之馬場になります。申請地は伊佐

市大口山野字外平４９７３番１、地目は田、地籍は３６３㎡、大口山野字

外平５０２１番、地目は田、地籍は４０９㎡、大口山野字外平５０６５番

２、地目は田、地籍は６５㎡の３筆で、申請地の所在地は、旧山野中学校

から北東にそれぞれ２６０ｍの間に位置し、現在休耕地であります。申請

地は天水田及び乾田のため、盛土をして畑にして管理したいとのことでし

た。以上のことから今後田としての管理は難しく遊休農地対策及び、農地

の有効利用としても本届出は適切であると思われますことを報告いたし

ます。 

続きまして報告第２号「農地の利用目的変更」につきまして、去る４月

１１日に事務局で現地調査を行いましたのでご報告いたします。整理番号

２番の申請者は、伊佐市大口小川内４１０番地に居住されているＨＭさん

８１歳で、自治会は小川内になります。申請地は伊佐市大口小川内字柳野

原３９１番１、地目は田、地籍は２６３㎡、内農業用機械倉庫１９９㎡で

平成２０年頃に自宅敷地に隣接している当該申請地に届出をせず建設し

たとのことで、現在も農機具等が保管されているため、始末書添付の届出

となっています。また農地法施行規則第２９条第１号（農地の転用の制限

の例外）に基づく農業用施設の届出であり、書類審査及び現地調査をした

結果、適切な届出であると思われますことを報告いたします。 

続きまして報告第２号「農地の利用目的変更」につきまして、去る４月

２日に事務局で現地調査を行いましたのでご報告いたします。整理番号３
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議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

番の申請者は、伊佐市大口曽木２４７８番地に居住されているＫＫさん３

６歳で、自治会は荻原になります。申請地は伊佐市大口曽木字坂ノ上２２

９５番１、地目は畑、地籍は２，４８５㎡、内牛の運動場１９９㎡であり

ます。場所は荻原自治会から南東２７０ｍ程に位置しております。当該農

地は申請者が畜産農家で放牧地がないため、牛の運動場として２００㎡未

満を使用したいとのことです。また、農地法施行規則第２９条第１号（農

地の転用の制限の例外）に基づく農業用施設の届出であり、書類審査及び

現地調査をした結果、適切な届出であると思われますことを報告いたしま

す。 

以上で説明を終わります。ご審議方よろしくお願いいたします。 

 

報告が終わりました。質問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

―――――――― 議案第１号 ―――――――― 

 

なしということですので、只今から議案の審議に入ります。 

議案第１号「農業経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見

決定について議題といたします。 

事務局の報告を求めます。 

 

議案第 1号、「農業経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意

見決定のうち、基盤法貸借分についてご説明いたします。３７ページをお

開きください。期間は１年から１０年で、面積は田３８５，５９６㎡、畑

７９，１０１㎡、計４６４，６９７㎡ページです。利用権を設定する者の

数１２４名、設定を受ける者の数７０名、土地の明細につきましては８ペ

ージから３６ページの整理番号１番から１３２番のとおりです。 

以上、審議方よろしくお願いいたします。 

 

 只今、事務局の報告が終わりました。委員の皆さんご意見、質問はござ

いませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

議案第１号について事務局の報告通り、決定することに賛成の農業委員

の挙手を求めます。 
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議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

１ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって議案第１号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意

見について、決定いたしました。 

 

―――――――― 議案第２号 ―――――――― 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定について

提案いたします。 

整理番号１番について１番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号１番につきまして、去る５月２６日に現地調査を行いましたの

で、１番が報告いたします。 

 申請人・ＡＭさんは伊佐市大口山野１９０２番地３に居住され、自治会

は荒平で、年齢は５３歳です。渡し人・ＡＨさんは伊佐市大口青木３０２

３番地２１、グリーンハイツ周山４０７号に居住され、自治会はことぶき

園で、年齢は８８歳です。 

申請地は伊佐市大口山野字集り１９０２番１、地目は田、地積は２,５

７３㎡、同じく、字集り１９０５番４、地目は田、地積は２,８０４㎡、

２筆の計５,３７７㎡で、渡し人、ＡＨさんの農業廃止に伴う所有権移転

売買であります。 

受人の経営面積は４１，９３８㎡で取得可能面積であります。農業従事

者は２名で、農機具等は完備されており耕作意欲はあり、通作距離は２分

で自宅のすぐ裏にあり、現在はイタリアンが作付されています。以上のよ

うな理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しないと思わ

れますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、位置図等が添付してあります。委員の

皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終わりま

す。 

 

１番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 
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議 長 

 

 

議 長 

 

３ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

    

 

 

 

整理番号１番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求めま

す。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、許可が決定いたしました。 

 

整理番号２番について、３番農業委員の報告を求めます。 

  

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号２番につきまして、去る５月２１日現地調査を行いましたので、

３番が報告いたします。 

申請人・ＴＫさんは、伊佐市菱刈川北２９５７番地に居住され、自治会

は築地下で、年齢は４０歳です。渡し人・ＫＧさんは伊佐市菱刈川北２

８１９番地に居住され、自治会は築地中、年齢は４９歳です。 

申請地は伊佐市菱刈字竹下３４５０番４、地目は畑、地積は１，０３１

㎡で、所有権移転売買であります。 

受人の経営面積は２，４２５㎡ですが今回の所有権売買分を合わせます

と、３，０００㎡を超えますので、取得可能面積であります。農業従事者

は２名で、通作距離は約２㎞で、現況はよく管理された農地であります。

経営意欲はあり農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。添付書類として全部事項証

明書、字図等が添付してあります。委員の皆様方のご審議方をよろしくお

願いしまして、私の報告を終わります。 

 

３番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号２番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求めま

す。 

 

（全員挙手） 
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議 長 

 

 

議 長 

 

８ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番は、許可が決定いたしました。 

 

整理番号３番について、８番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号３番につきまして、去る５月２８日現地調査を行いましたので、

８番が報告をいたします。 

 申請人・ＫＫさんは伊佐市大口曽木２４７８番地に居住され、自治会は

荻原、年齢は３６歳です。渡し人・ＫＩさんは伊佐市大口曽木２３３９番

地３に居住され、自治会は荻原で、年齢は７１歳です。 

申請地は伊佐市大口曽木字坂ノ上２２９５番１、地目は畑、地積は２,

４８５㎡で、所有権移転売買です。 

受人の経営面積は２，８２４㎡ですが今回の所有権売買分を合わせます

と、３，０００㎡を超えますので、取得可能面積であります。農業従事者

は３名で、通作距離は数百ｍで、現況はよく管理された農地であります。

経営意欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。添付書類として全部事項証

明書、字図等が添付されております。委員の皆様方のご審議方をよろしく

お願いいたしまして、私の報告を終わります。 

 

８番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

  

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

  

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号３番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求めま

す。 

 

（全員挙手） 

  

全員挙手。 

よって整理番号３番は、許可が決定いたしました。 

 

整理番号４番について、１１番農業委員の報告を求めます。 
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１ １ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

１ ０ 番 

農 業 委 員 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号４番につきまして、去る５月２３日に現地調査を行いましたの

で、１１番委員が報告いたします。 

 申請人・ＩＹさんは伊佐市菱刈前目２３６２番地２に居住され、自治会

は前目宇都、年齢は６７歳です。渡し人・ＩＡさんは伊佐市菱刈前目２３

５３番地３に居住され、自治会は前目宇都、年齢は６７歳です。 

申請地は伊佐市菱刈前目字四反田２４９４番、地目は畑、地積は７１６

㎡、同前目字灰塚２５８６番１、地目は畑、地積は３１７㎡、同前目字灰

塚２５８６番２、地目は畑、地積は１２㎡、同前目字灰塚２５８９番、地

目は畑、地積は４０６㎡で、４筆で地積合計１,４５１㎡の、有権移転売

買であります。 

受人の経営面積は４１，４４５㎡で取得可能面積であります。農業従事

者は１名で、通作距離は約７００ｍで、現況はよく管理された農地であり

ます。経営意欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。添付書類として、全部事項

証明書が添付されております。委員の皆様方のご審議方をよろしくお願い

いたしまして、私の報告を終わります。 

 

１１番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号４番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求めま

す。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号４番は、許可が決定いたしました。 

 

整理番号５番について、１０番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号５番につきまして、去る５月２５日に現地調査を行いましたので

１０番が報告いたします。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

１ ４ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

申請人・ＷＨさんは伊佐市菱刈市山２４１９番地、Ｋ住宅２－２に居

住され、自治会は重留東で、年齢は３５歳です。渡し人・ＳＡさんは埼玉

県飯能市大字岩沢６７０番地２２に居住され、年齢は８３歳です。 

申請地は伊佐市菱刈重留字井之上１２２６番、地目は田、地積は１，

８８５㎡、同重留字鎧１５７５番、地目は田、地積は２，４３５㎡の、２

筆合計４,３２０㎡、渡し人の農業廃止による所有権移転売買であります。 

受人の経営面積は１４，８７５㎡で取得可能面積であります。農業従

事者は４名で、通作距離は約１ｋｍ、時間にして５分の位置にあります。

申請地は良く整備された一群の田んぼの中にあり、譲り受人のＷＨさん及

び、ご両親はこの地域の中において数カ所野菜作り等をされており、周辺

地域の関係においても問題はありません。経営意欲はあり、農機具等は完

備されております。  

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。添付書類として全部事項

証明書、航空写真が添付されています。委員の皆様方のご審議方をよろし

くお願いしまして、私の報告を終わります。 

 

１０番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号５番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求めま

す。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号５番は許可が決定いたしました。 

 

整理番号６番について、１４番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号６番について、去る５月２５日に現地調査を行いましたので、１

４番が報告をいたします。 

申請人・ＹＭさんは伊佐市菱刈荒田３０９１番地に居住され、自治会は

青木元で、年齢は８０歳です。渡し人・ＹＨさんは福岡県糟屋郡志免町大
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

１ ３ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

字田富１丁目１１の１に居住されています。 

申請地は、伊佐市菱刈川北字下水流３２５２番１、地目は田、地積は１,

９０１㎡で、所有権移転売買です。 

受人の経営面積は５，９５２㎡で取得可能面積であります。農業従事者

は２名で、通作距離は約１㎞で、現況はよく管理された農地です。経営

意欲はあり、農機具等は完備されております。  

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。添付書類として全部事項

証明書、字図等が添付してあります。委員の皆様方のご審議方をよろしく

お願いいたしまして、私の報告を終わります。 

 

１４番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号６番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求めま

す。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号６番は許可が決定いたしました。 

 

整理番号７番について、１３番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号７番につきまして、去る５月２５日に現地調査を行いましたの

で、１３番が報告いたします。 

 申請人・ＨＫさんは伊佐市菱刈川南２１４０番地１に居住され、自治会

は町船津田下で、年齢は５７歳であります。渡し人・ＴＳさんは佐賀県神

埼市神埼町本掘３２１０番地１に居住されています。 

申請地は伊佐市大口里字鑵子田３９１番、地目は田、地積は６０７㎡、

同じく里字井手原４０７番１、地目は田、地積は１,３５０㎡の、所有権

移転売買であります。 

受人の経営面積は１３，１６５㎡で取得可能面積であります。農業従事

者は２名で、通作距離は約２０ｋｍ、現況は不耕作地であります。経営意
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

７ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

欲はあり農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。添付書類といたしまして全

部事項証明書、字図等が添付してあります。委員の皆様方のご審議方をよ

ろしくお願いいたしまして、私の報告を終わります。 

 

１３番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号７番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求めま

す。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号７番は許可が決定いたしました。 

 

整理番号８番について、７番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号８番につきまして、去る５月２５日に現地調査を行いましたの

で、７番農業委員が報告いたします。 

 申請人・ＨＴさんは伊佐市大口白木５１７番地に居住され、自治会は白

木で、年齢は６６歳であります。渡し人・ＭＴさんは奈良県宇陀市榛原天

満台東三丁目６番の４に居住され、年齢は７４歳であります。 

申請地は伊佐市大口鳥巣宇豆付１４６０番、地目は田、地積は１,５０

０㎡で、所有権移転売買であります。 

受人の経営面積は４７,８９６㎡で取得可能面積であります。農業従事

者は２名で、通作距離は受人自宅より約１㎞、現況は良く管理された農地

であります。経営意欲はあり農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。添付書類として全部事項証

明書、字図等が添付してあります。委員の皆様方のご審議方をよろしくお

願いいたしまして、私の報告を終わります。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

４ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

７番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号８番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求めま

す。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号８番は許可が決定いたしました。 

 

整理番号９番について、４番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号９番につきまして、去る５月２５日に現地調査を行いましたので

４番農業委員が報告いたします。 

申請人・ＡＳさんは伊佐市大口目丸４９７番地に居住され、自治会は

中目丸で、年齢は６５歳です。渡し人・ＡＴさんは伊佐市大口目丸６１２

番地に居住され、自治会は水ノ手で、年齢は５６歳です。 

申請地は伊佐市大口目丸字原ノ後５１１番７、地目は田、地積は６２

３㎡と、同じく目丸字原ノ後５１１番２０、地目は畑、地積は１８㎡、地

積合計は６４１㎡の所有権移転売買です。 

受人の経営面積は１２，７５８㎡で取得可能面積であります。農業従

事者は２名で、通作距離は約５０ｍで、現況はよく管理された農地であり

ます。経営意欲はあり、農機具等は完備されております。  

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。添付書類として全部事項

証明書、字図等が添付されております。委員の皆様方のご審議方をよろし

くお願いしまして、私の報告を終わります。 

 

４番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 
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議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

１ １ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号９番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求めま

す。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号９番は許可が決定いたしました。 

 

整理番号１０番について、１１番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号１０番につきまして、去る５月２３日現地調査を行いましたの

で、１１番農業委員が報告いたします。 

申請人・ＩＫさんは伊佐市菱刈田中４９７番地１３に居住され、自治会

は小路、年齢は６４歳です。渡し人・ＩＨさんは伊佐市菱刈徳辺１６８

７番地に居住され、自治会は小路、年齢は９１歳です。 

申請地は伊佐市菱刈徳辺字寺田６４３番、地目は田、地積は１,３２５

㎡、同徳辺字内村１５６３番、地目は田、地積は３４７㎡、同徳辺字新川

１７２７番、地目は田、地積は２,１８８㎡、同徳辺字大廣形１７６８番

３、地目は田、地積は９７５㎡、同徳辺字大廣形１７６９番、地目は田、

地積は５１５㎡、同徳辺字新川１６８５番、地目は畑、地積は２３２．２

７㎡、同徳辺字新川１６８６番、地目は畑、地積は２７２．０９㎡の７筆

で地積合計は５,８５４．３６㎡で、所有権移転贈与であります。 

受人の経営面積は５３５㎡ですが今回の所有権贈与分を合わせますと、

３，０００㎡を超えますので、取得可能面積であります。農業従事者は２

名で、通作距離は約３㎞で、現況はよく管理された農地であります。経営

意欲はあり農機具については、小路自治会は一部集落営農組合を結成して

いますので問題は無いと思われます。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。添付書類として全部事項証

明書が添付してあります。委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいた

しまして、私の報告を終わります。 

 

１１番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（７番委員挙手あり） 
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議 長 

 

７ 番 

農 業 委 員 

 

議 長 

 

事 務 局 

 

 

 

 

議 長 

 

７ 番 

農 業 委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

８ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 ７番委員どうぞ。 

 

 地目登記が宅地になっているですが？ 

 

 

 はい、事務局お願いします。 

 

 元々家が建っている形跡がありますが、現在畑で農地法上では登記が農

地以外であっても、現況主義になりますので、現況が農地であれば許可が

必要になります。登記が農地以外で現況が農地であれば、必ず総会に諮り、

許可証を発行しなければならないようになっています。以上です。 

 

 よろしいでしょうか。 

 

 分かりました。 

 

 

 他にありませんか。 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１０番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１０番は許可が決定いたしました。 

 

整理番号１１について、８番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号１１番につきまして、去る５月２９日現地調査を行いましたの

で、８番農業委員が報告いたします。 

申請人・ＹＴさんは、伊佐市大口鳥巣１１１９番地ＮＧ２１－３０４に

居住され、自治会は西水流、年齢は３９歳です。渡し人・ＹＭさんは福岡

県直方市大字植木９５４番地１に居住され、年齢は８３歳です。 

申請地は伊佐市大口宮人字笹原１４１４番９０、外２筆で地目は田、地
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

積は３,１８１㎡、地目畑が、地積１,１８３㎡、計４,３６４㎡で所有権

移転贈与であります。 

受人は贈与で３,０００㎡を超えますので取得可能面積であります。農

業従事者は４名で、通作距離は５００ｍから８００ｍ以内にあり、経営意

欲はあり農機具等は完備でされております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。添付書類として全部事項証

明書、字図が添付してあります。委員の皆様方のご審議方をよろしくお願

いいたしまして、私の報告を終わります。 

 

８番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１１番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１１番は許可が決定いたしました。 

 

整理番号１２番については、追認許可案件であり、事務局のミスにより

４月総会に諮らなったため、１０番農業委員に、平成２９年５月８日に調

査をお願いし、本日承認をお願いするものです。 

事務局説明をお願いします。 

 

整理番号１２番について補足説明させていただきます。この案件につき

ましては、先月の４月３日に譲受け人より申請をされました。４月総会に

諮るべき事案であったにも関わらず、私の事務処理不手際により諮り漏ら

しており、先方から指摘があり急を要した案件であったため、会長を含め

協議し、急きょ、５月８日に、１０番農業委員さんに相談し現地調査を行

い許可したものです。今後事務処理を適切に行うとともに、今回の申請に

対し、追認案件としご承認くださいますようご審議方よろしくお願いいた

します。以上です。 
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議 長 

 

１ ０ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 それでは、１０番農業委員報告をお願いいたします。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号１２番につきまして、去る５月８日現地調査を行いましたので、

１０番農業委員が報告いたします。 

申請人・ＨＨさんは、伊佐市菱刈重留７６９番地に居住され、自治会は

重留南、年齢は７８歳です。渡し人・ＨＩさんは姶良市池島町２７番地

１ＳＩ３０５号に居住され、年齢は７０歳です。 

申請地は伊佐市大口菱刈重留字薬師原１４３０番３、地目は畑、地積は

１８０㎡で、所有権移転贈与であります。 

受人の経営面積は、議案書には記入はありませんが、借入を含め８４，

００１㎡で下限面積をクリアし取得可能面積であります。農業従事者は３

名で、通作距離は約１ｋｍ位で、時間にして１０分の位置にあります。申

請地は住宅街の地域にありますが、よく管理された一群の畑の中にあり周

辺地域との関係においても問題はありません。経営意欲はあり農機具等は

完備でされております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。添付書類として全部事項証

明書、航空写真が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終

わります。 

 

１０番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１１番について、承認することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１２番は承認が決定いたしました。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定について、

申請件数１２件について、１１件の許可が、１件の承認が処分決定いたし

ました。 
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議 長 

 

 

 

３ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

―――――――― 議案第３号 ―――――――― 

  

議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（除外）届出」の意見

決定について。 

整理番号１番について３番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（除外）届出」の意見決

定についてのうち、整理番号１番について、去る５月２５日、申請人のＭ

Ｋさんの代理人立会のもと、１０番農業委員、１２番推進委員、私３番農

業委員で、共同調査を行いましたので３番農業委員が報告をいたします。 

申請人は伊佐市菱刈川北１３６９番地に居住されるＭＫさん６８歳で

す。 

申請地は、伊佐市菱刈川北字八ツ尻１６００番１、地目は田、地積は９

２１㎡の内０.０３６㎡であります。申請地の状況は、東側が田、北側が

山林、西側が田、南側が田で配管支柱として計画をされています。この申

請は具体的な転用計画があり、東側、西側、南側は農地でありますが、農

振除外地のため、農地の集団化、農作業の効率化による影響等は無いもの

と思われます。以上のような理由で除外は妥当であると判断しました。 

添付書類として、土地の位置図、配置図、平面図、土地の登記簿謄本の

写し、土地の契約書の写し、委任状等が提出されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切であ

ると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいた

しまして、私の報告を終わります。 

 

３番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、除外届出の意見決定について賛成の農業委員の

挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、意見を決定いたしました。 
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議 長 

 

１ ４ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

整理番号２番について１４番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（除外）届出」の意見決

定についてのうち、整理番号２番について、去る５月２５日、申請人の代

理人 Ｔ行政書士立会のもと、１１番農業委員、７番推進委員、私１４番

農業委員で、共同調査を行いましたので１４番農業委員が報告をいたしま

す。 

申請人は伊佐市菱刈田中５１７番地３に居住されるＮＨさん５７歳で

す。 

申請地は、伊佐市菱刈田中字野中７９０番１、地目は畑、地積は１,０

８２㎡で、田中小学校から東に約５００ｍに位置し、現況は畑であります。

南側は畑、北側は市道、西側は農道で、除外後は自宅で瓦施行工場を営む

為、資材置き場を設置する計画があります。この申請は具体的な営業計画

があり、周囲の北側、南側は農地でありますが、除外することで農地の集

団化、農作業の効率化への影響等は無いものと思われます。以上のような

理由で除外は妥当であると判断しました。 

添付書類として、申請地地図、他必要書類が全て提出されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切であ

ると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいた

しまして、私の報告を終わります。 

 

１４番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号２番について、除外届出の意見決定について賛成の農業委員の

挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番は、意見を決定いたしました。 

 

整理番号３番について２番農業委員の報告を求めます。 

 



 19 

２ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（除外）届出」の意見決

定についてのうち、整理番号３番について、去る５月２５日、申請人の代

理人 Ｋ行政書士立会のもと、３番農業委員、１２番推進委員、私２番農

業委員で、共同調査を行いましたので２番農業委員が報告をいたします。 

申請人は伊佐市菱刈川北２８１９番地に居住されるＫＨさん８０歳で

す。 

申請地は、伊佐市菱刈川北字郷原２８７２番１、地目は田、地積は８６

１㎡で、除外目的は車両置き場として雑種地として利用のための除外申請

であります。申請地は菱刈中学校より南に位置しており、現況は田であり、

申請地の北側は田、南側は堤防、東側は車両置き場、西側も車両置き場で

す。申請地は具体的な転用計画であり、除外目的に通常必要とされる面積

からみて妥当と思われます。農用地の外周部に一片の農地がありますが、

除外することで農地の集団化、農作業の効率化への影響は無いものと思わ

れます。農用地区域内における相手の利用集積に支障を及ぶす恐れもない

と思われます。農用地等保全施設の有する機能に影響及ぼす恐れもありま

せん。申請地は土地改良事業等が実施された場所でもなく、除外されたと

仮定した場合、申請地は転用が可能見込みの土地であると思われます。以

上のような理由で除外は妥当であると判断しました。 

添付書類として、農用地利用計画変更申出書、委任状、全部事項証明書

の写し、現地の地図、航空写真、事業計画書等が提出されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切であ

ると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいた

しまして、私の報告を終わります。 

 

２番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号３番について、除外届出の意見決定について賛成の農業委員の

挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号３番は、意見を決定いたしました。 
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議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

１ ４ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議案第３号の「農業振興地域整備計画の一部変更（除外）届出」の意

見決定について、申請件数３件について、意見決定が３件が決定いたしま

した。 

 

―――――――― 議案第４号 ―――――――― 

 

議案第４号「農地法第４条の規定による許可申請」の処分決定について、

整理番号１番について、１４番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第４号「農地法第４条の規定による許可申請」の処分決定につい

てのうち、整理番号１番について、去る５月２５日、申請人・代理人 Ｔ

行政書士さん立会いのもと、１１番農業委員、１番最適化推進委員、私１

４番農業委員の３人で共同調査をしましたので、私１４番農業委員が報告

いたします。 

申請人・ＨＴさんは伊佐市菱刈田中９８３番地４にお住まいで、現在は

宮崎で医療事務の仕事をされています。申請地の所在地は伊佐市菱刈田中

字冨原９８２番１で、地目は畑、地積は１,５７６㎡の内、３３２㎡を分

筆して使用するとのことです。農地区分は第１種農地で転用目的は宅地で

あります。申請地の所在地は田中小学校から南へ約３０ｍに位置し、南側

は畑、東側は宅地、北側・西側は市道であります。 

転用目的は一般住宅となっておりますが、周囲に与える影響は無いと思

われます。添付書類として、土地の全部事項証明書、他必要書類は全部揃

っています。 

調査の結果、この申請について３名の調査員の意見において適切であ

ると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいた

します。以上で報告を終わります。 

 

１４番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 
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議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

４ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、処分決定いたしました。 

 

議案第４号「農地法第４条の規定による許可申請」の処分決定につい

て、申請件数１件について、処分決定いたしました。 

 

―――――――― 議案第５号 ―――――――― 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」の処分決定について、

整理番号１番について、４番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」の処分決定につい

てのうち、整理番号１番につきまして、去る５月２５日、申請人のＭＨさ

ん立会いのもと、１２番農業委員、１５番推進委員、私４番農業委員の３

人で共同調査をいたしましたので、私４番農業委員が報告いたします。 

譲受人は伊佐市大口篠原１５９９番地にお住まいの ＭＨさんで、自

治は舟ノ川で、年齢は４８歳です。譲渡人は伊佐市大口篠原１５９９番地

にお住まいの ＭＮさんで、自治は舟ノ川で、年齢は７６歳です。 

本申請は所有権移転贈与で、農地区分は第１種農地となっており、転

用目的は畜舎等です。 

申請地は、伊佐市大口篠原字串手ケ迫１５７６番、地目は畑、地積は

４２３㎡、外３筆で地積合計は１,０５７㎡であります。 

申請地の所在地は、大口東小学校から北へ約１ｋｍに位置しており、

東側は宅地、西側は畑、南側は田、北側は自宅及び畑であり、周辺に宅地

が密接している事から、周辺の住民に畜舎を建設することについて了承を

得ているとのことでした。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除

計画書、被害防除に関する誓約書、汚排水処理確約書、転用に関する誓約

書等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断しましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたし

まして、私の報告を終わります。 

 

４番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 
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議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

８ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、処分決定について賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号２番について、８番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」の処分決定につい

て、整理番号２番につきまして、去る５月２５日、申請人の代理人のＴ行

政書士さん立会いのもと、１３番農業委員、１７番推進委員、私８番農業

委員の３人で共同調査をいたしましたので、私８番農業委員が報告をいた

します。 

譲受人はさつま町神子６４０番地にお住まいの ＨＭさんです。譲渡

人は伊佐市大口金波田１１１９番地１にお住まいの ＴＴさんで、自治会

は金波田です。 

申請地は伊佐市大口下殿字須和野４７６番５２、外１筆で地目は畑で、

地積は合計で２,０５１㎡です。本申請は、所有権移転売買で、転用目的

は太陽発電施設であり、農地区分は第２種農地その他の農地です。 

申請地の所在地は旧羽月共同たぼこ乾燥場の近くに位置しており、東側

はたばこ乾燥場、西側は住宅、南側は市道、北側は農地であり、周囲に与

える影響はないと思われます。 

太陽光発電事業ですが、パネル設置枚数２８８枚、パネル設置容量は

４９．５ｋｗを予定しています。添付書類として、土地の全部事項証明書、

配置図、字図、平面図、事業計画書、被害防除計画書、被害防除に関する

誓約書、経営に関する誓約書、再生エネルギー発電設備を用いた認定通知

書、委任状等が提出されています。 

調査の結果、この申請について３名の調査員の意見において適切であ

ると判断しましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしま

す。以上で報告を終わります。 

 

８番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 
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議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

１ １ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号２番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番は、処分決定が決定いたしました。 

 

整理番号３番について、１１番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」の処分決定につい

て、整理番号３番につきまして、去る５月２５日、申請人の代理、Ｔ行政

書士さん立会いのもと、１０番農業委員、５番推進委員、１１番農業委員

の３名で共同調査をしましたので、１１番農業委員が報告いたします。 

譲受人は大分県佐伯市大字長谷６４４１番地１にお住まいの ＧＨさ

んであります。譲渡し人は伊佐市菱刈荒田３１２３番地１にお住まいの 

ＹＭさん、自治会は青木元であります。 

申請地は伊佐市菱刈荒田字曽源寺原３１２０番２、地目は畑、地積は

１,０３６㎡であり、本申請は、所有権移転売買で、転用目的は太陽光発

電施設です。農地区分は第２種農地でその他となっております。 

所在地は本城小学校より南西約８００ｍに位置しており、南側は畑及

び太陽光発電施設、東側は道路、北側は宅地、西側は宅地であり、周囲に

与える影響はないと思われます。太陽光発電事業ですがパネル設置枚数２

１６枚、３５．４ｋｗの一基です。添付書類として、土地の全部事項証明

書、申請人の住民票、事業計画書、見積書、資金証明書、パネル配置図、

字図、被害防除計画書、被害防除に関する契約書、転用に関する契約書等

が提出されています。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断しましたので、委員の皆様方のご審議の方よろしくお願いいた

します。以上で私の報告を終わります。 

 

１１番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問

はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 
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議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

９ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号３番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号３番は、処分決定が決定いたしました。 

 

整理番号４番ですが、この議案は、２番推進委員が譲渡人となっていま

すので、農業委員会等に関する法律第３１条の規定に基づき、議事に参与

できませんので、審議開始から終了まで退席をお願いいたします。 

関係議案が終了後に着席をして下さい。 

 

  （２番推進委員退席） 

 

整理番号４番について、９番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」の処分決定につい

て、整理番号４番につきまして、去る５月２５日、申請人の代理、Ｔ行政

書士さん立会いのもと、１３番農業委員、１８番推進委員、９番農業委員

の３名で共同調査をしましたので、９番農業委員が報告いたします。 

譲受人は大阪府豊中市刀根山二丁目３番５４号にお住まいの ＨＮさ

んであります。譲渡し人は伊佐市大口田代１９５番地にお住まいの ＨＡ

さん、自治会は崎山であります。 

申請地は伊佐市大口田代字北ノ原２７８番、地目は畑、地積は９９２

㎡であり、本申請は、所有権移転売買で、転用目的は太陽光発電施設です。

農地区分は第２種農地でその他となっております。 

所在地は羽月西小学校より西へ１５０ｍに位置しており、南側は原野、

東側は市道を挟んで畑、北側は原野、西側は宅地であり、周囲に与える影

響はないと思われます。太陽光発電事業で４９．５ｋｗの一基です。添付

書類として、申請書、及び必要書類は全て添付してあります。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断しましたので、委員の皆様方のご審議の方よろしくお願いいた

します。以上で私の報告を終わります。 

 

９番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 
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議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

２ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号４番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号４番は、処分決定が決定いたしました。 

ここで、２番推進委員の入室をお願いいたします。 

 

  （２番推進委員入室） 

 

２番推進委員、整理番号４番は処分決定が決定いたしました。 

整理番号５番、６番については譲受人が同一ですので、一括で２番農業

委員の報告を求めます。 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」の処分決定につい

て、整理番号５番につきまして、去る５月２５日、申請人の代理、Ｔ行政

書士さん立会いのもと、１０番農業委員、１４番推進委員、２番農業委員

の３名で共同調査をしましたので、２番農業委員が報告いたします。 

譲受人は宮崎県小林市北西方３４１番地３にお住まいの ＴＭさんで

あります。譲渡し人は伊佐市菱刈市山２５１０番地４にお住まいの ＴＫ

さん、自治会は薬師であります。 

申請地は伊佐市菱刈市山字小苗代原２４９９番１２、地目は畑、地積

は６６４㎡であり、本申請は、所有権移転売買で、転用目的は太陽光発電

施設です。農地区分は第２種農地でその他となっております。 

所在地は池田橋から東へ約１㎞に位置しており、東西南北全て畑あり、

周囲に与える影響はないと思われます。太陽光発電事業ですがパネル設置

枚数２８８枚、４９．５ｋｗの一基です。添付書類として、土地の全部事

項証明書、以下関係書類は全て添付してあります。 

続きまして、整理番号６番について説明いたします。 

去る５月２５日、申請人の代理、Ｔ行政書士さん立会いのもと、１０

番農業委員、１４番推進委員、２番農業委員の３名で共同調査をしました

ので、２番農業委員が報告いたします。 

譲受人は宮崎県小林市北西方３４１番地３にお住まいの ＴＭさんで
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

１ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

あります。譲渡し人は伊佐市大口上町２５番地８にお住まいの ＭＮさ

ん、自治会は八坂町であります。 

申請地は伊佐市菱刈市山字小苗代原２４９９番１３、地目は畑、地積

は５９８㎡であり、本申請は、所有権移転売買で、転用目的は太陽光発電

施設です。農地区分は第２種農地でその他となっております。 

所在地は池田橋から東へ約１㎞に位置しており、東西南北全て畑あり、

周囲に与える影響はないと思われます。太陽光発電事業ですがパネル設置

枚数２８８枚、４９．５ｋｗの一基です。添付書類として、土地の全部事

項証明書、以下関係書類は全て添付してあります。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断しましたので、委員の皆様方のご審議の方よろしくお願いいた

します。以上で私の報告を終わります。 

 

２番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号５番、６番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙

手を求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号５番、６番は処分決定が決定いたしました。 

 

整理番号７番について、１番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」の処分決定につい

て、整理番号７番につきまして、去る５月２５日、申請人の代理、Ｔ行政

書士さん立会いのもと、７番農業委員、６番推進委員、１番農業委員の３

名で共同調査をしましたので、１番農業委員が報告いたします。 

譲受人は伊佐市大口堂崎５６２番地７５にお住まいの ＯＴさんで、

自治会は駅前、年齢は３２で歳あります。譲渡し人は鹿屋市笹之原町４－

２１－１にお住まいの ＫＨさんで、年齢は５２歳であります。 

申請地の所在地はファミリーマート大島店より東側に約３００ｍに位

置し、伊佐市大口大島字上ノ原８３９番１３３、地目は畑、地積は１７７
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

１ ３ 番 

農 業 委 員 

 

 

㎡外１筆３０６㎡、合計の４８３㎡であります。 

現地調査を行った時点では建物があり、雑種地となっており、また、

３０日に再度確認に行ったとき、建物は解体中でありました。始末書が添

付されており、内容は、渡し人Ｋさんが、平成７年１０月４日に相続手続

きを行った際も建物が立っていた状況で、父親が５条申請を行い建築した

ものの、地目変更申請を行わず畑のままで地目が残ったのでは、と書いて

あります。また、分かった時点で地目の変更を行えばよかったのですがと、

反省もされています。農地区分は第２種農地でその他となっており、転用

目的は一般住宅であります。北は駐車場、南、西、東は宅地となっており、

周囲に与える影響はないものと思われます。 

添付書類として、土地の全部事項証明書、農地基本台帳、地積図、平

面図、立体図面、事業計画書、住宅ローン等審査結果通知書、被害防除計

画書、被害防除に関する誓約書、転用に関する誓約書、始末書、委任状が

添付してあります。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断しましたので、委員の皆様方のご審議の方よろしくお願いいた

します。以上で私の報告を終わります。 

 

１番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号７番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号７番は処分決定が決定いたしました。 

 

整理番号８番について、１３番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」の処分決定につい

て、整理番号８番につきまして、去る５月２５日、申請人の代理、Ｔ行政

書士さん立会いのもと、１５番農業委員、１５番推進委員、１３番農業委

員の３名で共同調査をしましたので、１３番農業委員が報告いたします。 



 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

譲受人は伊佐市大口篠原１４０番地１にお住まいの ＴＴさんで、自

治会は千束松、年齢は３５で歳あります。譲渡し人は千葉県南房総市富浦

町南無谷２２３７番地１２にお住まいの ＳＹさんで、年齢は６２歳であ

ります。 

本申請は所有権移転売買で、転用目的は駐車場として利用となってい

ます。申請地の所在地は伊佐市大口篠原字肥シ１４０番３、地目は畑、地

積は２２２㎡であります。農地区分は第２種農地でその他となっておりま

す。大口小学校から東へ約５００に位置しており、南側は宅地、東側も宅

地、北側も宅地、西側は市道であり、周囲に与える影響はないものと思わ

れます。 

添付書類として、土地の全部事項証明書、配置図、字図、平面図、事

業計画書、被害防除計画書、被害防除に関する誓約書、資金証明書が添付

してあります。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断しましたので、委員の皆様方のご審議の方よろしくお願いいた

します。以上で私の報告を終わります。 

 

１３番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問

はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号８番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号８番は処分決定が決定いたしました。 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」の処分決定について、

申請件数８件について、処分決定８件が決定いたしました。 

 

―――――――― 議案第６号 ―――――――― 

 

議案第６号 非農地証明願について提案いたします。 
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９ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

整理番号１番について、９番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第６号非農地証明願について、整理番号１番につきまして去る５月

２５日、申請人の代理、Ｔ行政書士さん立会いのもと、１３番農業委員、

１８番推進委員、私９番農業委員の３人で共同調査をしましてので、９番

委員が報告いたします。 

申請人は鹿児島市宇宿４丁目１番２８号にお住まいの ＹＭさんです。

土地の所在地は伊佐市大口田代字北ノ原２８０番１０、地目は畑、地積は

１，２８０㎡です。非農地となった時期及び理由として、平成７年１１月

１０日に相続して所有、鹿児島市に所有しているいため、不耕作状態にな

った。ということです。申請地の位置として、羽月西小学校から西へ約１

５０ｍ位で、北側宅地、東側市道、西側宅地、南側は畑であります。全体

が原野になっており、農地は喪失しており、３名の調査員の意見において

農地への復旧は困難であると判断しました。 

添付書類として、全部事項証明書、位置図、字図等が提出されていま

す。委員の皆様方のご審議の方よろしくお願いいたします。以上で私の報

告を終わります。 

 

９番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、非農地として証明することに賛成の農業委員の

挙手を求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、非農地証明が決定いたしました。 

 

議案第６号 非農地証明願１件申請のうち１件の許可が決定いたしま

した。 

 

―――――――― 議案第７号 ―――――――― 

 

議案第７号 農地法第２条第１項に規定する農地に該当するか否かの
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事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

判断に係る決定について事務局の説明をお願いいたします。 

 

別冊で皆さんにお配りしてありますが、この案件につきましては、農地

法第３０条第１項及び第２項に基づき、昨年６月から９月にかけて、農業

委員及び最適化推進委員の皆様に利用状況調査を行って頂きましたが、そ

の際、現状農地への復旧が困難（Ｂ判定）と判断された農地の明細になり

ます。 

本日承認を頂ければ、土地の所有者等に非農地通知を送付し、法務局霧

島支局において地目変更登記を行って頂くことになります。 

以上で説明を終わります。ご審議方よろしくお願いいたします。 

 

只今事務局の説明がありました。 

委員の皆さんご意見、質問はありませんか。 

 

「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

報告のとおり農地法第２条第１項に規定する農地に該当するか否かの

判断に係る決定について、非農地として判断することに賛成される農業委

員の挙手を求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって議案第７号 農地法第２条第１項に規定する農地に該当するか

否かの判断に係る決定について、非農地として判断することに決定いたし

ました。 

 

その他。事務局お願いします。 

  

総会資料の最終ページをお開きください。５月の月例報告をします。 

去る１０日、５月の定例常設審議委員会が鹿児島市でありましたが、

伊佐市からの案件はありませんでしたので出席しておりません。 

２５日、現地調査を一斉にしております。３１日、本日ですが第２回

農業委員会の総会です。 

６月の行事予定ですが、７日に６月の定例常設審議委員会が鹿児島市で

あります。２３日が現地調査です。２９日が第３回の農業委員会の総会で

す。 
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前記のように会議の顛末を記載してその内容に相違ないことを証する。 

 

伊佐市農業委員会 

 

会     長    会  長     

 

伊佐市農業委員    １  番     

                   

伊佐市農業委員    ２  番     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月例報告は以上です。 

 

これで、平成２９年度 第２回農業委員会総会を終わります。 

 

姿勢を正してください。 

一同礼。 

 

おつかれ様でした 

 

 

【終了時間  午前１０時３７分】 

 

  


